
 

 

第106回産業統計部会（書面開催）議事結果 

 

１ 日 付 令和３年６月８日（火）～同月11日（金） 

 

２ 出席者 

【委  員】 

川﨑 茂（部会長）、岩下 真理 

【臨 時 委 員】 

  宇南山 卓 

【調査実施者】 

農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

 

３ 議 事 木材統計調査の変更について 

 

４ 議事の状況 

今回の変更内容が、調査事務の民間事業者への委託に係る内容に限られていたことを踏まえ、

統計委員会運営規則（平成19年10月５日統計委員会決定）第７条第２項前段の規定に基づき、

書面開催として行われた。 

資料２により、変更内容に関する質問に対する調査実施者からの回答（別紙のとおり）につ

いて書面による審議が行われた。引き続き、部会長作成の答申案について、資料３に基づき、

書面による審議が行われ、部会所属の全ての委員等から賛同が得られたことから、本案をもっ

て、第 165回統計委員会に報告することとされた。 

  

資料３－２ 
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諮問第 153号 木材統計調査の変更について  統計委員会（５月 26日）における説明内容に対する追加の質問・意見等及び調査実施者からの回答 

 

委員等お名前 川﨑 茂 

 

委員会の 
資料番号 

ペー
ジ 

御質問・御意見 調査実施者からの回答 

２－３ １ 全体として、調査の実施上、重要な点に留意し、適

切な措置を講じることが予定されていると思います。 

民間委託後の目標回収率はどのような水準に設定

されていますか。現状の回収率の実績と併せて教えて

ください。 

■ 木材統計調査は基幹統計のため、民間委託後も基礎調査、月別調査とも目標回

収率は 100％に設定しています。 

  なお、現状の回収率は以下のとおりです。 

 

 

 

２－１ ３ 諮問の内容では、公表時期を４月末から５月末に変

更するが、利活用には支障ないとのことです。 

このことについて、この調査の主な利用にどのよう

なものがあり、その利用について支障が生じないと確

認された事情をもう少し具体的に説明してください。 

■ 基礎調査については、主に「木材需給表」における木材の需要量、供給量、木

材自給率の算定や「国民経済計算（年次推計）」を作成する際の基礎データに活

用されています（定期的利用（年間））。 

なお、今回の公表時期の変更に伴う影響について、それぞれの利活用部局（林

野庁、内閣府経済社会総合研究所）に確認したところ、木材需給表については例

年９月、国民経済計算については例年 12月に公表しており、１か月程度の変更

であれば作業に支障は生じないとの回答を得たところです。 

 

 

  

単位：％

平成30年 令和元年 令和２年

基礎調査 93.2 93.5 94.5

製材月別調査 99.0～100.0 98.8～100.0 99.6～100.0

合単板月別調査 100.0 100.0 100.0

木材統計調査の調査票回収率

別紙 
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委員等お名前 宇南山 卓 

 

委員会の 
資料番号 

ペー
ジ 

御質問・御意見 調査実施者からの回答 

２－１ ３ 報告者から調査への協力を得るに当たり、地方農政

局等から民間事業者にかわることによって、支障は生

じませんか。他の民間委託している統計調査（特に基

幹統計調査）ではどのような状況ですか。 

■ 民間事業者内に本調査に係る事務局の設置、調査資材に同封する協力依頼に

農林水産省の調査であることを明文化するなど、国が実施している調査である

ことが報告者に理解されやすいよう措置するため、従前同様に協力いただける

ものと想定しており支障は生じないと考えています。 

なお、実施要綱等に回収率の向上への取組や疑義照会への対応等を示すとと

もに、実施状況を確認しつつ民間事業者への指導を行っていくこととしていま

す。 

また、民間委託により実施している牛乳乳製品統計調査（基幹統計調査）につ

いては、事務局の設置、国の調査であることの明文化等により、年間調査、月別

調査ともに支障を来すことなく実施しています。 

（参考：民間事業者における取組事例） 

   はがき、電話による事前の協力依頼、電話による調査資材の到着確認、はが

き、電話による督促、事務局（コールセンター含む）の設置、目にとまりやす

い色の封筒による発送等 

２－１ ３ 製材事業所などは、地方に立地していることが多い

のではないかと思いますが、地方に十分なアクセスが

可能な民間事業者はそれなりに存在しますか。もし

も、都市部に所在する民間事業者が受託し、地方の別

の民間事業者に再委託するような形となった場合、調

査の品質の維持・確保は図られますか。 

■ 全国的な調査員の配置や各地域に支社を有する民間調査会社が複数存在して

いることを確認しています。 

なお、農林水産省の契約条項では主たる業務の再委託や、50％以上の再委託を

禁止しており、実査業務は主たる業務であることから、再委託されることはあり

ません。 

また、民間事業者の選定に当たっては、総合評価落札方式を採用し、評価項目

に民間事業者における調査員調査業務の実施体制を確認する項目を設け、民間

事業者の調査実施能力を加味して選定することとしています。 

このため、調査の品質は維持・確保できるものと考えています。 
 


